
（介護予防)通所介護

　当事業所は、利用者に対する指定（介護予防）通所介護サービスを提供いたします。サ

ービスの提供開始に当たり、事業所の内容、契約上のご注意いただきたいことを次のとお

おり説明します。分からないこと、分かりにくいことがあれば遠慮なく質問してください。

１．事業者の内容

マイクスコーポレーション有限会社

〒９６０－８０５５　

福島市野田町字八郎内５５－１

電　話 （０２４）５２９－７７０８

ＦＡＸ　 （０２４）５９７－９７３２

代表取締役　　澤村　幹成

サポート２４訪問介護ステーション

サポート２４訪問看護介護ステーション

　　　定期巡回・随時対応型訪問介護看護

サポート２４訪問看護ステーション

サポート２４シニアスタンダーズデイサービスリハビリセンター

通所介護・介護予防通所介護

サポート２４スタジオ２

　 通所介護・第一号通所事業

シニアスタンダーズハウス御山

シニアスタンダーズハウス小倉寺

サービス付高齢者住宅

シニアスタンダーズハウス野田町

　 高齢者専用賃貸住宅

【重要事項説明書】

令和7年4月1日 現在

法　  人  　名

事業所の所在地

連    絡    先

代　表　者　名

設　立　年　月 平成11年8月30日

法人が行っている業務

　訪問介護・第Ⅰ号訪問事業

　　　訪問看護・介護予防訪問看護
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２．事業所の内容

ＴＥＬ

ＦＡＸ

福島市

食堂、浴室、機能訓練室、静養室、相談室、事務室

消火設備その他の非常災害に際して必要な設備、

３．事業所の事業目的と運営方針

　認知症の状態にある利用者について、認知症の症状の進行を緩和

し、その有する能力に応じて自立した生活を営むことができるよう

適切な介護サービスを提供することを目的とする。

　利用者がその有する能力に応じ、可能な限り自立した日常生活を

営むことができるよう、必要な日常生活上の支援及び機能訓練を行

うことにより、利用者の社会的孤立感の解消と心身機能の維持、家

族の身体的・精神的負担の軽減を図るものとする。

４．事業所の職員体制

 事業所の統括管理

 利用申込みにかかわる

 調整、相談助言、通所

 介護計画作成等

 利用者の心身状況の把

 握及び介護等

 利用者の心身状況の把

 握及び健康管理等

 心身機能の維持・向上

 の為の訓練指導・助言

 等

事業所の名称 サポート２４スタジオ２

事業所番号 福島市指定番号0770106490

事業所の住所 〒960‐8142　福島市小倉寺字久保下１－４

事業所の電話番号
（０２４）５７２－６３０１

（０２４）５７３－９８２７

管 理 者 名 横山　大輔

事業の実施区域

開　設　日 令和6年11月1日

１日の利用定員 ２０名【(介護予防)通所介護の総数】

設備の概要等

事業の目的

運営方針

従業者の職種 業務内容 取得している資格 常勤換算

管　理　者 社会福祉主事任用　　　　　　　介護福祉士１名　　（常勤）

生活相談員
社会福祉主事任用
介護福祉士 １名以上（常勤・非常勤）

介護職員
介護福祉士
ヘルパー２級
介護職員初任者研修

２名以上（常勤・非常勤）

看護職員
正看護師
准看護師 １名以上（常勤・非常勤）

機能訓練指導員 正看護師
准看護師

１名以上（常勤・非常勤）
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５．営業時間及びサービス提供時間

月曜日～金曜日

午前8時30分～午後5時30分

土・日曜日

６．提供するサービス内容と料金及び利用料について

当事業所では、利用者に対して以下のサービスを提供します。

（１）提供するサービスの内容

入浴サービス ・入浴の見守り及び必要な介助を行います。

・身体の状況や当日の体調に合わせた入浴形態を選びます。

・入浴サービスの利用は任意です。

給食サービス ・食事の準備、食事摂取の見守り、介助等を行います。

・栄養のバランスや身体の状況、嗜好に考慮した食事を提供しま

す。

個別機能訓練サービス ・機能訓練指導員及び担当者により、利用者の心身等の状況に応

じて日常生活を送るのに必要な機能の回復、又はその減退を防

止するための訓練を実施します。

口腔機能向上サービス ・口腔機能の低下している又はそのおそれのある方に口腔機能改

善を図るために口腔清掃の指導若しくは実施又は摂食・嚥下機

能に関する訓練の指導若しくは実施を行います。

若年性認知症利用者 ・若年性認知症の利用者を対象に担当者を決め、その担当者を中

受入サービス 心に特性やニーズに応じたサービス提供を行います。

生活指導 ・利用者及びご家族の方へ日常生活における介護等についての相

（相談援助等） 談、助言等を行います。

健康チェック ・看護職員等による健康チェックを行います。

送迎サービス ・ご自宅への送迎を行い、身体の状況に合わせた移動・乗降動作

の見守り及び介助を行います。

・送迎サービスの利用は任意です。

身体の介護に関する事 ・日常生活動作の程度により、必要な支援及びサービスを提供し

ます。（排泄、移動・移乗その他必要な介助）

レクリエーション等 ・利用者の心身、健康の状態や趣向に応じ、又ご希望により、快

の活動 適で豊かな日常生活を送ることができるように次のサービスを

実施します。

・レクリエーション　　・音楽活動　　・創作活動

・行事活動　　　　　　・体操　　　　　など

営　業　日

営 業 時 間

サービス提供時間 午前9時00～午後4時00分

定　休　日

サービスの種類 サービスの内容
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（２）サービス利用料金

　利用料金は、以下のとおりとなります。 介護保険の適用がある場合は、利用料金の１割ま

たは２割または３割が利用者の自己負担となります。ただし、介護保険の支給限度額を超えて

（３）介護予防通所介護利用料

2,256 円

所定単位数の
0.9/100 所定単位数の90/1000

（４）介護予防通所介護加算(減算)利用料

項　　目 利用料金 1割 2割 3割

3,596 円 5,394 円

7,242 円 10,863 円

※介護保険適用時の自己負担額は、1段目が１割、２段目が２割、３段目が３割の金額

同一建物減算(要支援1)

-470 円 -47 円 -94 円 -141 円

-3,760 円 -376 円 -752 円 1,128 円

サービスを利用する場合、超えた額の全額をご負担いただきます。

利用料金 自己負担(1割)

17,980 円 1,798 円

36,210 円 3,621 円

送迎減算(片道)

自己負担(2割)

同一建物減算(要支援2)

介護職員処遇改善加算Ⅱ

-7,520 円 -752 円 -1,504 円

自己負担(3割)

要支援1・事業対象者
(週1回程度)

要支援2・事業対象者
(週2回程度)
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（５）通所介護利用料

※介護保険適用時の自己負担額は、１段目が１割、２段目が２割３段目が３割負担の金額

（６）通所介護加算（減算）利用料

項　　目

口腔機能向上加算

若年性認知症利用者受入加算

認知症加算

入浴介助加算

送迎減算

利用時間 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５
一
日
当
た
り
の
利
用
料
金

３時間以上
3,700 円 4,230 円 4,790 円 5,330 円 5,880 円

４時間未満

４時間以上
3,880 円 4,440 円 5,020 円 5,600 円 6,170 円

５時間未満

５時間以上
5,700 円 6,730 円 7,770 円 8,800 円 9,840 円

６時間未満

６時間以上
5,840 円 6,890 円 7,960 円 9,010 円 10,080 円

７時間未満

７時間以上
6,580 円 7,770 円 9,000 円 10,230 円 11,480 円

８時間未満

介
護
保
険
適
用
時
の
自
己
負
担
額

３時間以上
４時間以上

370 円 423 円 479 円 533 円

1,110 円 1,269 円 1,437 円 1,599 円

５時間以上
６時間未満

570 円 673 円 777 円 880 円

６時間以上
７時間未満

584 円 689 円 796 円 901 円

７時間以上
８時間未満

658 円 777 円 900 円

588 円

740 円 846 円 958 円 1,066 円 1,176 円

1,764 円

４時間以上
５時間未満

388 円 444 円 502 円 560 円 617 円

776 円 888 円 1,004 円 1,120 円 1,234 円

1,164 円 1,332 円 1,506 円 1,680 円 1,851 円

984 円

1,140 円 1,346 円 1,554 円 1,760 円 1,968 円

1,710 円 2,019 円 2,331 円 2,640 円 2,952 円

1,008 円

1,168 円 1,378 円 1,592 円 1,802 円 2,016 円

1,752 円 2,067 円 2,388 円 2,703 円 3,024 円

1,023 円 1,148 円

1,316 円 1,554 円 1,800 円 2,046 円 2,296 円

2,982 円 3,306 円 3,630 円 3,957 円 4,281 円

利用料金 （１割） （２割） （３割）

1,500円 150円 300円 450円

600円 60円 120円 180円

600円 60円 120円 180円

400円 40円 80円 120円

－470円 －47円 －94円 －141円

同一建物減算 －940円 －94円 －188円 －282円

介護職員処遇改善加算Ⅱ
所定単位数の

90/1000
左記の1割 左記の2割 左記の3割
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（７）自己負担するもの（介護保険適用外）

食費 昼食７００円

嚥下食等をご希望される方は、別途ご相談ください。

おむつ代 おむつ １枚当たり　　１２９円

リハビリパンツ １枚当たり　　１０８円

尿とりパット １枚当たり　　　４３円

キャンセル料 サービスの利用をキャンセル(中止)される場合は、

原則費用はかかりませんが、キャンセル通知の時間によりキャンセル料を

請求させていただくことがあります。

※利用当日８時までに休みの連絡がなかった場合‥‥700円

介護保険給付の支給限度を超えてサービスを利用される場合、サー

ビス料金の全額が利用者のご負担となります。

７．利用料、その他の費用請求及びお支払い方法について

（１）費用の請求

①　利用料、その他の費用はサービス提供ごとに、利用月ごとの合計金額により請求

　いたします。

②　請求書は利用明細を添えて利用月の翌月１０日以降に利用者（又は保証人）宛て

　にお届けします。

（２）費用の支払い

請求月の末日までに、下記のいずれかの方法によりお支払いください。

【利用料等のお支払方法】

(A)現金支払いの場合（集金又は持参となります）

(B)自動口座引落しの場合

ご指定の金融機関の口座から翌２７日に引落しします。当日、当該銀行が定休日

の場合は翌営業日の引落しとなります。

尚、お支払いを確認しましたら領収書をお渡ししますので必ず保管をお願いします。

８．サービス内容に関する相談・苦情について

（１）事業者より提供されたサービスに関して苦情があるときは、いつでも事業者に申し

　　出ることができます。また、市町村又は福島県国民健康保険団体連合会（国保連）等

　　に対しても苦情を申立てることができます。

（２）事業者は、利用者からの相談・苦情に対応するように下記の窓口を設置し、提供し

　　たサービスについて利用者からの苦情の申立てがあった場合には、迅速に対応いたし

　　ます。また、事業者は利用者が苦情を申立てたことを理由として、いかなる不利益な

　　扱いもいたしません。

（３）相談・要望・苦情等は下記窓口までお申し出ください。

事業所窓口

苦情受付担当者

苦情解決責任者

連絡先　（電　話）

　　　　（ＦＡＸ）

受付日及び受付時間 月曜日～金曜日

午前８時３０分～ 午後５時３０分

介護保険給付の支給
限度を超えるサービ
ス料金

横山　大輔

横山　大輔

（０２４）５７２－６３０１

（０２４）５９７－７９３２
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法人窓口

苦情受付担当者 松崎　貴子

苦情解決責任者 澤村　幹成

連絡先　（電　話） （０２４）５２９－５１８６

        （ＦＡＸ） （０２４）５９７－７９３２

受付日及び受付時間 月曜日～金曜日 

午前８時３０分 ～ 午後５時３０分

（４）行政機関又は地方公共団体の相談・苦情窓口に苦情を伝えることが出来ます。

指定事業所が行う介護サービス(介護保険)に関わる苦情申立て先

名　称 福島県国民健康保険団体連合会（国保連）

所在地 〒960‐8043　福島市中町３番７号　　

連絡先　（電　話） （０２４）５２８－００４０

　　　　（ＦＡＸ） （０２４）５２８－０９８９

受付日及び受付時間 土・日・祝日を除く　 午前９時 ～ 午後４時

福島市の相談・苦情窓口（内容により窓口が変わります）

名　称 福島市役所　健康福祉部　長寿福祉課

所在地 〒960‐8111　福島市五老内町３－１

介護保険料について　　　（０２４）５２５－６５５１

連絡先　（電　話） 要介護認定について　　　（０２４）５２５－６５５２

介護サービスについて　　（０２４）５２５－６５８７

受付日及び受付時間 月曜日～金曜日　午前８時３０分 ～ 午後５時

※なお、受付は祝日及び年末年始（１２月２９日～１月３日）は除きます。

９．サービスの利用方法について

（１）サービスの利用開始

　　お申込みをいただきますと、担当者がご自宅へ訪問し、利用者の日常生活の状況や利

　　用に当たってのご希望等をお聞きします。暫定（介護予防）通所介護計画作成と同時

　　に契約を結びサービスの提供を開始します。

（２）サービスの終了

　　①利用者の都合でサービスを終了する場合

　　　・サービスの終了をご希望する日の１週間前までにお申し出ください。

　　②事業者の都合でサービスを終了する場合

　　　・事業者のやむを得ない事情により、サービスの提供を終了させていただく場合が

　　　　ございます。その場合は、終了１か月前までに文書で通知いたします。

　　③自動終了

　　　以下の場合は、双方の通知がなくても自動的にサービスを終了いたします。

　　　・利用者が介護保険施設に入所された場合。

　　　・介護保険給付でサービスを受けていた利用者の要介護認定区分が、非該当（自立）

　　　　と認定された場合。

　　　・利用者がお亡くなりになった場合。
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　　④その他の解約について

　　　ア）次の場合は、利用者が文書で通知することにより、直ちに契約を解約すること

　　　　　ができます。

　　　・事業者が正当な理由なくサービスを提供しない場合。

　　　・事業者が守秘義務に違反した場合。

　　　・事業者が利用者やそのご家族等に対して、社会通念を逸脱する行為を行った場合。

　　　・事業者が破産した場合。

　　　イ）次の場合は、事業者が文書で通知することにより、直ちに契約を解約すること

　　　　　ができます。

　　　・利用料その他の費用の支払いについて、請求した月の翌月末までにお支払いただ

　　　　けず、さらに支払い催告から２週間以内にお支払いがない場合。

　　　・利用者やご家族等が、事業者や従業者に従事する者又は他の利用者に対してこの

　　　　契約を継続しがたいほどの迷惑行為・背信行為を行った場合。

　　　・利用者が契約締結時にその身体の状況及び病歴などの重要事項について、故意に

　　　　これを告げず、又は不実の告知を行い、その結果本契約を継続しがたい重大な事

　　　　情が生じた場合。

10．サービスのご利用についての留意事項

（１）（介護予防）通所介護サービス内容は、利用者の（介護予防）通所介護計画に沿って、事

　　前にお聞きした日常生活の状況や利用意向を基に作成したものです。

（２）契約締結後のサービス提供は「（介護予防）通所介護計画」を作成の上で実施しま

　　すが利用者の状態変化、意向の変動等により内容変更を行うことも可能です。

（３）体調や健康上の問題に関して

　　　・他の利用者への感染等の可能性がある場合や、明らかに通常のご利用が困難であ

　　　　る体調不良の場合、あるいは看病を主な目的とせざるを得ない状況と思われる場

　　　　合のご利用はお断りすることがあります。

　　　・当事業所における当日の健康チェックにおいて、利用者の診断結果が悪い場合、

　　　　サービス内容の変更、又はサービス提供を中止する場合があります。

　　　・利用者に、他の利用者の健康に悪影響を与える可能性のある疾患（感染症）が明

　　　　らかになった場合は、速やかに事業所にお申し出ください。利用者の疾患（感染

　　　　症）が治癒するまで、当事業所におけるサービスのご利用は中止させていただき

　　　　ます。また、１か月以上の長期間入院する場合や転倒等により１か月以上自宅療

　　　　養を要する場合等にも、速やかに事業所にお申し出ください。

（４）その他

　　　・サービスのご利用時は、利用料の支払い以外の金銭・貴重品類は持参しないでく

　　　　ださい。また、利用者間での金銭の貸し借り・物品の貸し借り・食べ物のやりと

　　　　りはご遠慮ください。

　　　・政治活動・宗教活動・物品の販売等の行為は、禁止とさせていただきます。

　　　・建物内は全室禁煙となっております。指定の場所で喫煙可能です。

　　　・暴風雨雪等でサービス提供が困難であると事業者が判断した場合、当日のご利用

　　　　を中止や短縮をさせていただくことがございますのでご了承ください。

　　　・ご利用を中止された場合、同月内であればご希望の日に振り替えることができま

　　　　す。ただし、予定で定員数を満たしている場合は除きます。

　　　・度重なる中断が発生する場合には、ご契約内容の変更等につきましてご相談させ

　　　　ていただくことがあります。
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11．秘密の保持と個人情報の保護について

（１）利用者及びそのご家族等に関する秘密保持について

　　　　事業者及び事業者に従事する者は、サービス提供をする上で知り得た利用者及び

　　　そのご家族等に関する秘密を正当な理由なく、第三者に漏らしません。この秘密を

　　　保持する義務は、契約が終了した後も継続します。

（２）個人情報の保護について

　　　　事業者は、利用者から予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議におい

　　　て、利用者の個人情報を用いません。また、利用者のご家族等の個人情報について

　　　も、予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議で利用者の家族等の個人情

　　　報を用いません。

（３）利用者及びそのご家族等に関する個人情報が含まれる記録物について

　　　　事業者は、善良な管理者の注意を持って管理し、また、処分の際にも第三者への

　　　漏洩を防止するものとします。

（４）ＩＴネットワークシステム活用について

　　　　当法人グループでは、介護・医療の質と安全性の確保のためＩＴネットワークシ

　　　ステムを活用しております。このネットワークにより、円滑な連携を進め、一貫し

　　　たサービスを受けることができます。このシステムは、外部からの不正な侵入に対

　　　して厳格に情報を保護していますので、ご理解ください。

12．緊急時の対応について

　　　　事業者は、サービス提供中に利用者の病状の急変が生じた場合、その必要に応じ

　　　速やかにご家族又は緊急連絡先、担当の地域包括支援センター、主治医に連絡する

　　　など必要な措置を講じます。

13．非常災害対策について

（１）事業所に災害対策に関する担当者（防火管理者）を置き、非常災害対策に関する取

　　り組みを行います。

（２）非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制

　　を整備し、それらを定期的に従業員に周知します。

（３）年２回、避難、救出その他必要な訓練を行います。

災害対策に関する担当者（防火管理者） 横山　大輔
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14．事故発生時の対応及び損害賠償について

（１）事業者は、利用者に対するサービス提供により事故が発生した場合には、速やかに

　　に利用者のご家族又は緊急連絡先、担当のケアマネジャー、市町村等に連絡を行うと

　　ともに必要な措置を講じます。

（２）事業者は、利用者に対するサービス提供により発生した事故等により、利用者の生

　　命、身体、財産等に損害が生じた場合には、ご家族、保険者、地域包括支援センター

　　へ連絡をとるなど必要な措置を講じます。また、それが事業所の責務に帰すべき事由

　　によると判断した場合は、速やかにその損害を賠償いたします。ただし、利用者の責

　　務に帰すべき事由により事業者側に損害を及ぼした場合、また事業者側の不断の予測

　　の範囲を超えての転倒・転落等の場合はこの限りではありません。そのため、利用中

　　に発生した事故等が全て事業者責任とはなりかねます。個々の起こったケースの原因

　　等を見定めて対応させていただきます。

（３）事業者は、下記の損害賠償保険に加入しております。

　　保険会社名：損害保険ジャパン日本興亜株式会社

　　保　険　名：介護事業者＆福祉事業者向け賠償責任保険

　　補償の概要：賠償責任（身体・財物、受託物、経済的損失）

16．当事業所の通所介護サービスの特色等

（１）運営方針

　　　　当事業所は、要介護（要支援）の方が住み慣れた地域でいつまでも自分らしい生

　　　活を送るため、心身機能の維持向上や活動の維持向上、社会参加の促進、ご家族の

　　　負担軽減を総合的に支援していくこと目的としています。その中でも、再び外出し

　　　て地域の人々と触れ合い、社会参加に楽しみを取り戻していただけるよう、また

　　　ご家族のライフスタイルが介護により負担にならないようサポートいたします。

　　　また、職員がご自宅に訪問し、できないこと・したいことが、できるように

　　　なるための支援を一緒に考えていきます。画一的なサービスを押し付けることなく、

　　　「自分で決めてやってみる」という思いを尊重します。

（２）その他

男性介護職員の有無 有 必要に応じ、男性職員が介護することができます。

従業員への研修の実施 有 採用時を含め、随時実施しています。

マニュアルの作成 有 随時作成しています。

事　　　項 有無 備　　　　考
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17．重要事項説明の年月日

　　（介護予防）通所介護サービスの提供の開始に際し、本書面に基づき重要事項説明を

　行いました。

　　　私は、本書面に基づいて事業所から重要事項の説明を受け、（介護予防）通所介護サー

　　ビスの提供開始に同意しました。

重要事項説明書の説明年月日 明治33年1月0日

重要事項説明者の名前 ㊞

事
業
所

所 在 地 福島市小倉寺字久保下１－４

事業所名 サポート２４スタジオ２ ㊞

電話番号 （０２４）５７２－６３０１

事業所番号 福島市指定番号０７７０１０６４９０

管理者名 横山　大輔

重要事項説明書の同意年月日 明治33年1月0日

（　続　　柄　）

利
用
者

住　　所

氏　　名 ㊞

利用者欄を代筆した
場合、理由を記入

保
証
人

住　　所

氏　　名 ㊞

利用者とのご関係
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